節電行動計画に掲げた取組みに係る運用等について

１　電力使用の削減に係る対策

	項　目
	取組みの内容
	左の取組みに係る運用

	１ 照明関
　係

	① 事務室、研究室、廊下等の照明


	⇒日中の原則消灯、夜間の必要なエリアのみの点灯
① 日中は、原則として（概ね17:00まで）消灯

② 夜間は、必要なエリアのみ
点灯

　
※ 残業、研究活動のための居残り等をしている場合であっても、1人（少人数）で室内すべての照明を点灯しているなどということがないように、必要なエリアのみの点灯を励行。

③ 廊下照明の間引


	①　教育研究や業務等に支障のない範囲内での実施とするものとし、曇天、雨天の際など明らかに照明が必要な場合、照度不足のエリア等においては所属長等の判断により点灯して差し支えない。

②　地下室など採光のない（または非常に少ない）部屋、廊下等は消灯の対象から除く。

③　授業が行われている教室においても、雨天や曇天、夕方を除き、原則として、窓側一列の消灯を行うものとする。
④　メディアセンター（図書館）においても、利用者の状況に応じて不要なエリアの消灯に努めるものとする。
※事務室等においては、最低でも70ルクス以上の明るさを確保するよう留意されたいこと。
※照度計の貸出し
　照度計を貸し出しするので、照度が気になる場合は、下記に連絡されたいこと。

（企画室管財契約Ｇ（内線1015）

又は健康サポートルーム（内線2030）


	
	② トイレの照明


	⇒蛍光灯の間引き等

① 蛍光灯の間引き（２／３程度に）

② 自動消灯時間の短縮（標準点灯時間３分⇒1分）

	〇 中央監視室による設定変更等。

	
	③ 屋外照明施設

（陸上競技場、テニスコート）
	⇒学内サークル等による利用回数、利用時間等の縮減、学外利用者への協力依頼


	① 原則として、18時30分以降の点灯とするともに、必要最小限のエリアの点灯を励行する。（天候等の状況により各利用者において判断。9月以降は、原則として18時以降の点灯とするもの。）

② 学外利用者に対しては、可能な範囲内での日中の利用への変更や利用時間の繰上げ等について協力を依頼する。


	２ 空調（冷房）関係


	① 館内空調（冷房）


	⇒窓を開放するなどして、必要最小限の冷房運転。扇風機等の配備
① 冷房運転条件（昨年度と同様）
　 開始⇒不快指数が75.0以上になった場合

　  停止⇒不快指数が75.0未満になった場合

② 基本設定温度

　  ２９℃とする。
（昨年度は２８℃）

③ 冷房運転時間

平日の8：30～18：00

④ その他

ア 原則として、エントランスホール、廊下等の共有スペースは冷房しない。（廊下窓等の開錠）

イ 扇風機、サーキュレーターの一部教室等への配備


	〇 原則として、平日以外の冷房運転は行わない。

但し、学内行事、その他特別な事情がある場合は、申し出により運転することとするので、下記に連絡されたいこと。

（企画室管財契約Ｇ（内線1015））


	
	②エアコン
（個別設置）
	⇒原則として、館内空調に準じた利用


	〇 サーバー室など熱を発する機器類が多くある部屋については、管理者の判断により運転して差し支えない。

	３ ＯＡ機器、その他電化製品関係

	① パソコン
	⇒省電力設定と未使用時の電源ＯＦＦの励行

① 省電力設定

・ディスプレイの輝度設定を 45％（エコモード）以下とする。

・ディスプレイの電源の切れる時間の設定をできるだけ短くする（１０分以下を目安）。

② 未使用時の電源ＯＦＦの励行

・離席時のディスプレイの電源オフの励行

・長時間未使用時の電源ＯＦＦ（シャットダウン）の励行


	〇 パソコンの省電力設定に係る下記HP等を参照し、各自の執務形態等に見合った設定等を行う。

【参照】

「windows　PC節電策（日本マイクロソフト）」
http://technet.microsoft.com/ja-jp/windows/gg71528
　但し、本学においては、集中管理により端末のセキュリテイバッチ処理を行っているため、ＬＡＮ接続の端末については、一定時間経過後に自動的に「シャットダウン」又は「休止状態」となる設定は行わないこと。



	
	② コピー機、プリンタ、ＦＡＸ、シュレッダー等


	⇒省電力設定と未使用時の電源プラグの抜去

① 省電力設定

・「節電モード（ないしスリープ）」への自動切換え時間の短縮
・コピー終了後にこまめに「節電モード」へ切り替える等の励行

② 未使用時(昼休み等)や使用頻度の低いコピー機、プリンタ等の電源プラグの抜去

	

	
	③ 冷蔵庫、電気ポット等
	⇒原則として、使用禁止
	〇 教育・研究用上必要なもの、その他特別の事情がある場合は除く。


	
	④　電気給湯器（給湯室）

　　
	⇒利用期間及び利用時間帯の縮減

　① 利用期間

　　 原則として、平日利用とする。

　② 利用時間帯

　 　原則として、７：００～
１８：００までとする。


	〇 守衛業務、中央監視業務に携わる職員が利用する給湯器（本部棟1階及びエネルギーセンター棟１階）については、従来どおり（月～日、２４Ｈ）とする。

※ 土日に電気給湯器が停止するところは、本部棟1階の電気給湯器を利用されたいこと。



	
	⑤ ＯＡ機器、電化製品一般（待機電力カット）
	⇒待機電力の削減

　未使用時や帰宅時における電化製品プラグのコンセントからの抜去

　
※集中管理により端末のセキュリテイバッチ処理を行っているため、ＬＡＮ接続の端末についてはコンセントからプラグの抜去は行わないこと。　
	〇 抜去不可のＯＡ機器、電化製品等のプラグには目印となるビニールテープ等を巻きつけるなどして、それ以外は、退庁時にすべてコンセントから抜去する。

※「抜く」、「抜かない」のテプラシールを配布するので活用されたいこと。


	４ その他の施設・設備関係

	① エレベーター


	⇒利用の自粛


	〇 障がい等のある方の利用や大型荷物の搬入等エレベーター利用が必要な場合以外、利用を控えるよう呼びかける張紙を掲出。


	
	② トイレ設備（身障者用を除く）
	⇒エアタオル、便座ウォーマーの電源停止
	① 便座のプラグをコンセントから抜去

② エアタオルの電源停止



	
	③ プール、体育館
	⇒学内サークル等による利用回数、利用時間、点灯する照明等の縮減、学外利用者への協力依頼

	① 学内のサークル等に対して協力依頼（依頼済み）

② 学外利用者に対しは、可能な範囲内での日中の利用への変更や利用時間の繰上げ、照明の節電等について協力を依頼する。


	
	④ 自動販売機


	⇒消灯及び冷却運転時間の短縮に係る協力依頼
　
 
	① 照明の消灯（3.11震災以降実施済み。継続実施を要請）

② 冷却機能の停止⇒9:00から12:00及び 14:00から17:00 


	
	⑤ ＬＥＤ照明への切替え
　
	⇒廊下、トイレ等のＬＥＤ照明への切替え（一部）


	〇 Ｈ23は約100基分のＬＥＤ照明への切替えを実施。

（Ｈ22整備で本年度稼動のものを含めると約300基）

	５ その他電力使用の削減に係る対策
	① 学内サークル等による主体的な節電の取組
	⇒学内サークル、テナント等による主体的な節電の取組内容の一覧を掲出。
	※ 6/6付けで協力依頼文書送付済み。主体的な取組みについて報告あり。

	
	② 「ノー残業デイ」の実施
	⇒毎週水曜日を「ノー残業デイ」として、朝に館内放送
	

	
	③ 学生の早めの帰宅の励行

	⇒意識喚起と指導の徹底

① 不要な居残り防止を呼びかけるビラの掲出

② ゼミ教員等による学生に対する指導の徹底
	〇学内でのテレビゲーム、マージャンの類は厳に慎むこと。（節電に関係なく常時です。）


２　電力供給設備に係る対策

	　自家発電機の運転方法の見直し
	⇒自家発電機起動開始受電電力の引下げ

現行８６０kW⇒６６０kWに引下げ
（契約電力９００kW）
	① 電気事業法第27条に基づく滝沢キャンパスの使用最大電力上限値（東北電力からの売電に係る使用上限値）は、714kW（昨年夏の使用最大電力840kW×0.85）と制限されたところ。
（6/1付け経済産業大臣から本学への通知による。）
② 上記上限値を超過した場合、1時間につき100万円の罰金を課される場合があることから、自家発の運転方法の見直しは、これを防止するための措置であること。



※　震災対応を含む新たな電力設備の導入については別途検討を進める。（自家発電設備のない地
域連携棟や宮古短期大学部における設備導入、太陽光・風力・燃料電池等の新たな設備導入等）

３　その他の対策
	１　クールビズの実施
	⇒クールビズの実施
	〇 昨年度と同様、6/1～9/30実施

（※5/30付けで学内通知済み）

	２　学内への周知等
	⇒学内周知等のためのＨＰ活用及びビラ等の掲出
	〇 節電への取組みについて全学に周知するとともに、節電意識を喚起し節電行動を促すため、学内ＨＰを活用するほか、各所（廊下、教室出入口等）にビラ等を掲出する。



	
	⇒電力使用（節電）状況の「見える化」
	〇 昨年度と比較した棟ごとの電力使用状況（節電状況）を毎日取りまとめ公表（学内）し、節電への取組みの励みとする。
※ 地域連携棟、宮古短期大学については、昨年度と比較した毎月の使用電力の状況を公表。


	
	⇒節電行動促進のための巡回指導
	〇 節電行動計画の周知を図るとともに、教職員及び学生の節電行動を促すため、節電推進事務局（企画室）等により定期的に学内の巡回指導を行う。




※１　当該計画による節電の取組みについては、節電の状況や教育研究活動及び業務の状況等に応じて、適宜必要な見直しを行うものとする。

　
２　今回の節電の取組みについては、一過性のものとすることなく、可能なものは本学における「省エネ対策」として継続して取り組んでいくものとする。
【参考２】学校施設の照明に係る節電効果について


学校施設（教室、職員室、廊下）照明を4割減の場合、建物全体に対する節電効果率は16％。但し、全体の電力消費量に占める照明の割合が69％程度の学校施設の場合（資源エネルギー庁資料）。


※但し、本学の電力使用量に占める照明の割合は50%未満と推計。








【参考１】教室の照明について


「雨天・曇天、夕方以外は、教室の照明を部分的に消しても（例えば窓側１列）学校環境衛生基準に定める教室の照度（下限値３００ルクス、５００ルクス以上が望ましい）を確保できる。」（「学校施設の節電対策に関するシミュレーションについて（国立教育政策研究所（平成23年5月9日））」











※ 熱中症等にかからないよう、こまめの水分補給をお願いします。








４

